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⾮課税期間終了に伴うお⼿続きのお知らせ〜2017年に当社
⼀般NISA・ジュニアNISA⼝座で
上場株式等をご購⼊いただいたお客さまへ〜

平素は格別のご⾼配を賜り、厚くお礼申し上げます。

2017年に⼀般NISA・ジュニアNISA⼝座で購⼊された上場株式や公募株式投資信託等で、現在も
NISA⼝座で保有されている残⾼は、2021年12⽉末に⾮課税期間（5年）が終了します。

2022年の⼀般NISA・ジュニアNISA⼝座の⾮課税枠に移管（「ロールオーバー」といいます。）
し、⾮課税期間を延⻑するためにはお⼿続きが必要です。なお、ロールオーバーのお⼿続きをし
ない場合は、課税⼝座（特定⼝座または⼀般⼝座）に払い出しされます。

2022年の⼀般NISA・ジュニアNISA⼝座を開設されているお客さまに、下記のリーフレットやロ
ールオーバーのお⼿続きに関するご案内を、10⽉中旬に当社より発送しておりますのでご確認く
ださい。

NISA⾮課税期間終了に伴うお⼿続きのお知らせ（2017年に当社NISA⼝座で上場株式等を
ご購⼊いただいたお客様へ）

ジュニアNISA⾮課税期間終了に伴うお⼿続きのお知らせ（2017年に当社ジュニアNISA⼝
座で上場株式等をご購⼊いただいたお客様へ）

以 上

2021年のお客様へのお知らせ⼀覧に戻る

https://www.smbcnikko.co.jp/news/customer/2021/pdf/211018_01.pdf
https://www.smbcnikko.co.jp/news/customer/2021/pdf/211018_02.pdf
https://www.smbcnikko.co.jp/news/customer/2021/index.html

